
農業所得調査等団体補助金

概要

対象者 対象事業／対象経費 補助率（上限など）

市内農業者の農業所得に関する諸業務を円滑に推進するため、農業所得調査等団体に対し
運営費の補助を行うことにより安定的な運営を図る。

農業所得調査等団体

市内農業者の農業所得に関し
て必要な調査、協議及び税申
告に関する諸業務に係る事務
費、会議費、人件費及び旅費

補助対象経費の２分の１以内
で、農業所得申告件数に５千
円を乗じた額に、当該額の１割
を事務費として加えた額

※ただし、前年度交付金額の
１割の減額を限度とする。

その他

連絡先 農政課 農政係 電話 0166-25-7417 メール nousei@city.asahikawa.lg.jp
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